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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　位置追跡のためのプロセッサの作動方法であって、
　前記プロセッサが、医療用プローブの遠位端にある主位置変換器からの信号を、該信号
を処理して前記遠位端の第１の位置を見出すプロセッサに接続するための、前記プローブ
の近位端にあるコネクタに前記プローブを通して達する配線を介して、受信することと、
　前記プロセッサが、前記コネクタにおいて前記信号に生じる干渉に関する較正データを
前記近位端の位置の関数として収集することと、
　前記プロセッサが、前記プローブの前記近位端にある補助位置変換器の第２の位置を測
定することと、
　前記プロセッサが、前記測定した第２の位置及び前記較正データに応じて前記信号内の
前記干渉を相殺することと、
　前記プロセッサが、前記干渉を相殺した後に、前記信号に基づいて前記第１の位置を算
出することと、を含む、方法。
【請求項２】
　前記医療用プローブがカテーテルを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記信号が、前記プローブの近傍に印加され、前記主位置変換器によって検知される１
つ又は２つ以上の磁界に応じて、前記主位置変換器により生成される、請求項１に記載の
方法。
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【請求項４】
　前記補助位置変換器が、前記コネクタに隣接して取り付けられる、請求項１に記載の方
法。
【請求項５】
　前記補助位置変換器及び前記コネクタが、前記プローブのハンドルに結合される、請求
項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記プロセッサが前記較正データを収集することが、前記近位端が干渉源との関連で複
数の位置に配置されるときに、前記プロセッサが、前記補助位置変換器から前記近位端の
各位置を示す補助位置信号を収集することと、前記プロセッサが、該補助位置信号の関数
として前記干渉を測定することと、を含む、請求項４に記載の方法。
【請求項７】
　前記プロセッサが前記第２の位置を測定することが、前記近位端の近傍に１つ又は２つ
以上の磁界が印加されるときに、前記プロセッサが、該磁界に応じて前記補助位置変換器
によって生成される信号を前記補助位置変換器から受信することと、前記プロセッサが、
該受信信号に基づいて前記第２の位置を算出することと、を含む、請求項１に記載の方法
。
【請求項８】
　前記プロセッサが、前記算出した第１の位置を操作者に提示することを含む、請求項１
に記載の方法。
【請求項９】
　装置であって、
　主位置変換器を備える遠位端、補助位置変換器を備える近位端、前記遠位端を前記近位
端に接続するコネクタ、及び医療用プローブを通して前記主位置変換器を前記コネクタに
結合する配線、を含む、前記医療用プローブと、
　前記主位置変換器から前記配線を介して前記遠位端の第１の位置を示す信号を受信し、
前記コネクタにおいて前記信号に生じる干渉に関する較正データを前記近位端の位置の関
数として収集し、前記補助位置変換器の第２の位置を測定し、該測定された第２の位置及
び前記較正データに応じて前記信号内の前記干渉を相殺し、かつ前記干渉を相殺した後に
、前記信号に基づいて前記第１の位置を算出するように構成される、プロセッサと、を含
む、装置。
【請求項１０】
　前記医療用プローブがカテーテルを備える、請求項９に記載の装置。
【請求項１１】
　前記信号が、前記プローブの近傍に印加され、前記主位置変換器によって検知される１
つ又は２つ以上の磁界に応じて、前記主位置変換器により生成される、請求項９に記載の
装置。
【請求項１２】
　前記補助位置変換器が、前記コネクタに隣接して取り付けられる、請求項９に記載の装
置。
【請求項１３】
　前記プローブがハンドルを備え、前記補助位置変換器及び前記コネクタが前記ハンドル
に結合される、請求項１２に記載の装置。
【請求項１４】
　前記プロセッサが、前記近位端が干渉源との関連で各位置に配置された状態で前記補助
位置変換器から複数の補助位置信号を収集し、かつ前記補助位置信号の関数として前記干
渉を測定することによって、前記較正データを収集するように構成される、請求項１２に
記載の装置。
【請求項１５】
　前記プロセッサが、前記近位端の近傍に印加された１つ又は２つ以上の磁界に応じて前
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記補助位置変換器によって生成される信号を前記補助位置変換器から受信し、該受信信号
に基づいて前記第２の位置を算出するように構成される、請求項９に記載の装置。
【請求項１６】
　前記プロセッサが、前記算出された第１の位置を操作者に提示するように構成される、
請求項９に記載の装置。
【請求項１７】
　主位置変換器を備える遠位端と、補助位置変換器を備える近位端と、前記遠位端を前記
近位端に接続するコネクタと、医療用プローブを通して前記主位置変換器を前記コネクタ
に結合する配線と、を含む前記医療用プローブとともに作動するコンピュータが読み出す
ことのできるプログラム命令が内部に格納された非一過性のコンピュータ可読媒体であっ
て、前記命令が、コンピュータによって読み出されたときに、該コンピュータが、前記主
位置変換器から前記配線を介して前記遠位端の第１の位置を示す信号を受信し、前記コネ
クタにおいて前記信号に生じる干渉に関する較正データを前記近位端の位置の関数として
収集し、前記補助位置変換器の第２の位置を測定し、該測定された第２の位置及び前記較
正データに応じて前記信号内の前記干渉を相殺し、かつ前記干渉を相殺した後に、前記信
号に基づいて前記第１の位置を算出するようにさせる、媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は広くは侵襲性プローブ、具体的には体腔内の医療用プローブの位置決定に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　広範な医療手技には、センサ、管、カテーテル、分注器具、及びインプラント等の物体
を、体内に配置することが含まれる。位置検知システムは、このような物体を追跡するた
めに開発されている。磁気的位置検知は、当該技術分野において既知の方法の１つである
。磁気的位置検知においては、典型的に、磁界発生器が患者の外部の既知の位置に配置さ
れる。プローブの遠位端内にある１つ又は２つ以上の磁界センサがこれらの磁界に応じて
電気信号を生成し、この信号の処理によりプローブの遠位端の位置座標が決定される。こ
れらの方法及びシステムは、米国特許第５，３９１，１９９号、同第６，６９０，９６３
号、同第６，４８４，１１８号、同第６，２３９，７２４号、同第６，６１８，６１２号
及び同第６，３３２，０８９号、ＰＣＴ国際特許公開第１９９６／００５７６８号、並び
に米国特許出願公開第２００２／００６５４５５　Ａ１号、同第２００３／０１２０１５
０　Ａ１号及び同第２００４／００６８１７８　Ａ１号に記述されており、これらは参考
として全体が本明細書に組み込まれる。
【０００３】
　参照によりその開示が本明細書に組み込まれる米国特許第６，３７０，４１１号は、２
つの部分、すなわち、患者の体内に挿入される最大限に単純化したカテーテル、及びカテ
ーテルの近位端とコンソールとの間を接続する接続ケーブル、を有するプローブについて
記述する。カテーテルは、同様のモデルの他のカテーテルとは共有しない、実質的にその
カテーテルに特化した情報のみを持つマイクロ回路を含む。ケーブルは、カテーテルから
の情報を受信して、それを好適な形態でコンソールに伝達するアクセス回路を含む。いく
つかの実施形態では、ケーブルは特定のモデル又はタイプの全カテーテルとともに作動し
、したがってカテーテルが交換されてもケーブルを交換する必要はない。カテーテルが１
回限りの使用を予定する場合でも、患者と接触することのないケーブルについては交換不
要である。
【０００４】
　参照によりその開示が本明細書に組み込まれる米国特許出願第２００６／００７４２８
９　Ａ１号では、ハンドルに、外部基準系内でこのハンドルの配向を示す信号を生成する
配向センサを備える、内視鏡プローブについて述べている。この配向センサの出力を用い
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て、内視鏡処置開始時におけるハンドルの初期位置及び配向に対するハンドルの動きを、
検知することができる。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本明細書で述べる本発明の一実施形態は、次のことを含む位置追跡方法を提供する：
　すなわち、医療用プローブの遠位端にある主位置変換器からの信号を、この信号を処理
して遠位端の第１の位置を見出すプロセッサに接続するための、プローブの近位端にある
コネクタにプローブを通して達する配線を介して、受信することと、
　コネクタにおいて信号に生じる干渉に関する較正データを、近位端の位置の関数として
収集することと、
　プローブの近位端にある補助位置変換器の第２の位置を測定することと、
　測定した第２の位置及び較正データに応じて信号内の干渉を相殺することと、
　干渉を相殺した後に、信号に基づいて第１の位置を算出することと、である。
【０００６】
　いくつかの実施形態では、医療用プローブはカテーテルを含む。一実施形態では、信号
は、プローブの近傍に印加され、主位置変換器によって検知される１つ又は２つ以上の磁
界に応じて、主位置変換器により生成される。別の実施形態では、補助位置変換器がコネ
クタに隣接して取り付けられる。補助位置変換器とコネクタは、プローブのハンドルに結
合されてもよい。別の実施形態では、較正データを収集することは、近位端を干渉源との
関連で複数の位置に配置することと、補助位置変換器から近位端の各位置を示す補助位置
信号を収集することと、補助位置信号の関数として干渉を測定することと、を含む。
【０００７】
　更に別の実施形態では、第２の位置を測定することは、近位端の近傍に１つ又は２つ以
上の磁界を印加することと、この磁界に応じて補助変換器によって生成される信号を補助
変換器から受信することと、受信信号に基づいて第２の位置を算出することと、を含む。
更に別の実施形態では、本方法は、算出された第１の位置を操作者に提示することを含む
。
【０００８】
　本発明の一実施形態により、更に次のものを含む装置が提供される。
【０００９】
　すなわち、主位置変換器を備える遠位端、補助位置変換器を備える近位端、遠位端を近
位端に接続するコネクタ、及び医療用プローブを通して主位置変換器をコネクタに結合す
る配線を含む、医療用プローブと、
　主位置変換器から配線を介して遠位端の第１の位置を示す信号を受信し、コネクタにお
いて信号に生じる干渉に関する較正データを近位端の位置の関数として収集し、補助位置
変換器の第２の位置を測定し、測定された第２の位置及び較正データに応じて信号内の干
渉を相殺し、かつ干渉を相殺した後に、信号に基づいて第１の位置を算出するように構成
される、プロセッサと、である。
【００１０】
　更に本発明の一実施形態により、主位置変換器を備える遠位端と、補助位置変換器を備
える近位端と、遠位端を近位端に接続するコネクタと、医療用プローブを通して主位置変
換器をコネクタに結合する配線とを含む医療用プローブとともに作動する、コンピュータ
ソフトウェア製品であって、この製品が、プログラム命令が内部に格納された非一過性の
コンピュータ可読媒体を含み、この命令が、コンピュータによって読み出されたときに、
コンピュータが、主位置変換器から配線を介して遠位端の第１の位置を示す信号を受信し
、コネクタにおいて信号に生じる干渉に関する較正データを近位端の位置の関数として収
集し、補助位置変換器の第２の位置を測定し、測定された第２の位置及び較正データに応
じて信号内の干渉を相殺し、かつ干渉を相殺した後に、信号に基づいて第１の位置を算出
するようにさせる、製品が提供される。
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【００１１】
　本発明は、以下のより詳細な実施形態と、その図面の記述により、より完全に理解され
得る。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の一実施形態による、干渉相殺を利用する医療用位置追跡システムの概略
絵画図。
【図２】本発明の一実施形態による、干渉相殺を利用する医療用位置追跡システムの概略
絵画図。
【図３】本発明の一実施形態による、干渉相殺を利用してカテーテルの位置を測定する方
法を概略的に示すフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　概観
　心臓内電気的マッピング及び心臓アブレーションのような様々な診断及び治療処置にお
いて、患者の体内に挿入される侵襲性のプローブが用いられる。これらの処置においては
、体腔内におけるプローブの場所を確認することが重要となることがある。この場所は、
遠位先端に取り付けた位置変換器からの信号を処理するコンソールによって決定すること
ができる。
【００１４】
　プローブの組み立ては、使い切りの遠位部品（例えば、体腔内に挿入されるカテーテル
の部品）と、再利用可能な近位部品（例えば、遠位部品から処理コンソールに信号を搬送
するケーブル）とを用いて行われることがある。これらプローブの遠位及び近位部品は、
典型的にはコネクタを用いて相互に接続される。コネクタは、例えばプローブのハンドル
内に取り付けることができる。この「分割ハンドル」構成において、遠位先端内の位置変
換器からコンソールに信号を伝達する配線は、干渉の取り込みを、例えば遮蔽及び／又は
撚り対線を用いることによって遮蔽することができる。しかしながら、コネクタの近傍に
おいては、コネクタピンに接続するために電線の撚りをほぐす必要が生じ得るために、連
続的遮蔽を実現することが困難な場合がある。
【００１５】
　位置追跡システムの中には、外部磁界発生器によって生成された磁界に応じて、遠位先
端内の位置変換器が信号を生成するものがある。多くの実用的な実施態様においては、プ
ローブ内の配線を介して送られる信号は、外部磁界と比較して微弱である。その結果とし
て、配線は外部磁界からの干渉を受けることがあり、この干渉によってシステムの位置測
定結果が歪められる恐れがある。上述したように、コネクタの近傍においては遮蔽が劣化
する恐れがあることから、この領域における干渉の取り込みは特に深刻となり得る。
【００１６】
　本発明の実施形態は、コネクタの近傍で取り込まれる干渉を相殺する方法及びシステム
を提供する。いくつかの実施形態では、付加的な補助位置変換器がハンドル内に、コネク
タにごく近接して取り付けられる。補助位置変換器により生成される信号が、ハンドル（
及び、したがってコネクタ）の場所及び配向を示す。予備的較正処理において、補助位置
変換器により生成された信号に応じて、干渉がハンドル位置の関数として測定される。
【００１７】
　実際の医療処置中において、コンソールが、遠位先端内の位置変換器（これを主位置変
換器と呼ぶ）及びハンドル内の補助位置変換器からの位置測定結果を受信する。コンソー
ルは、ハンドル内の補助位置変換器から受信した信号に基づき、較正データを用いて、主
位置変換器から受信した信号内の干渉を相殺することにより、遠位先端の位置を決定する
。これにより、遠位先端の位置を、強い干渉の存在下においても高精度で測定することが
できる。
【００１８】
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　システムの説明
　図１は、本発明の一実施形態による、干渉相殺を利用する医療用位置追跡システム２０
の図である。システム２０は例えば、Ｂｉｏｓｅｎｓｅ　Ｗｅｂｓｔｅｒ　Ｉｎｃ．（Ｄ
ｉａｍｏｎｄ　Ｂａｒ，Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ）が製造するＣＡＲＴＯ（商標）システム
を基にしてよい。システム２０は、カテーテルなどの医療用プローブ２２、及び制御コン
ソール２４を含む。以下に述べる実施形態では、プローブ２２は、例えば心臓２６内の電
位マッピング又は心臓組織のアブレーションの実施のような診断又は治療処置に使用する
ことを想定している。あるいは、プローブ２２は、心臓又はその他の体器官におけるその
他の治療及び／又は診断目的のために準用することもできる。
【００１９】
　心臓専門医などの操作者２８は、患者３０の血管系を通してプローブ２２を挿入し、プ
ローブ２２の遠位端３２が患者の心臓２６の心腔内に入るようにする。操作者２８は、プ
ローブ２２をハンドル３４において保持した状態でプローブを進め、遠位先端３６を所望
の場所に位置付ける。ハンドル３４はプローブ２２をケーブル３８に結合し、ケーブルは
好適なコネクタを介してコンソール２４に接続される。プローブ２２、特にハンドル３４
の構成を、次の図２により詳細に示す。
【００２０】
　コンソール２４は、磁気的位置検知を用いて心臓２６内の遠位先端３６の位置座標を決
定する。この位置座標を決定するために、コンソール２４内の駆動回路４０が磁界発生器
４２を駆動し、患者３０の身体内で磁界を生成する。典型的には、磁界発生器４２はコイ
ルを備え、このコイルは患者胴体の下方、患者３０の外部の既知の位置に設置されるこれ
らのコイルは、心臓２６を包含する既定の作業体積内に磁界を生成する。遠位先端３６及
びハンドル３４に結合された磁界変換器が、これらの磁界に応じて電気信号を生成する。
遠位先端３６及びハンドル３４の位置座標（典型的には、場所及び配向座標の両方を含む
）を決定するために、コンソール２４内の信号プロセッサ４４がこの電気信号を処理する
。先に述べたように、プロセッサ４４は、ハンドル３４内の補助位置変換器から受信した
信号に基づいて、遠位先端３６内の主位置変換器から受信した信号内の干渉を相殺するこ
とができる。両位置変換器を、次の図２に示す。
【００２１】
　プロセッサ４４は、典型的には、プローブ２２からの信号を受信しコンソール２４のそ
の他の構成要素を制御するのに適したフロントエンド回路及びインターフェース回路を備
える、汎用コンピュータを構成する。プロセッサ４４は、本明細書に記述される機能を実
行するよう、ソフトウェアでプログラムし得る。このソフトウエアは、例えばネットワー
クを介して電子的形態でコンソール２４にダウンロードするか、又は光学的、磁気的、又
は電子的記録媒体などの、非一過性の実体のある媒体上に提供することができる。あるい
は、プロセッサ４４の機能の一部又は全部を、専用の、若しくはプログラム可能なデジタ
ルハードウェアコンポーネントによって、又は、ハードウェア及びソフトウェア要素の組
み合わせを用いることによって実行してもよい。
【００２２】
　入出力（Ｉ／Ｏ）インターフェース４６により、コンソール２４はプローブ２２と相互
作用することが可能になる。プローブ２２から（インターフェース４６及びシステム２０
のその他の構成要素を介して）受信した信号に基づき、プロセッサ４４が表示部４８を駆
動し、操作者２８に、患者の体内における遠位先端３６の位置を示す画像５０、並びに進
行中の処置に関するステータス情報及びガイダンスを提示する。
【００２３】
　これに代え又は加えて、システム２０は、プローブ２２を患者３０の体内で操作し作動
させるための自動機構（図示せず）を備えてもよい。このような機構は、典型的には、プ
ローブ２２の長手方向の動き（前進／進退）及び遠位端３２の横方向の動き（偏位／操舵
）の両方を制御する能力を備える。このような実施形態では、以下に更に説明するように
、プロセッサ４４が、プローブ及びハンドル内の磁界変換器により提供される信号に基づ
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いてプローブ２２の動きを制御するための制御入力を生成する。
【００２４】
　図２は、本発明の一実施形態による、システム２０の別の概略絵画図である。図２はプ
ローブ２２、特にハンドル３４の構成を、より詳細に示す。同図に示すようにハンドル３
４は、プローブ２２をケーブル３８に接続し、好適なコネクタ５６を介して結合する遠位
部５２と近位部５４とを備える。ハンドルの近位部５４及びケーブル３８を、プローブの
近位部と呼ぶこともある。ハンドルの遠位部５６及びカテーテル２２を、プローブの遠位
部と呼ぶこともある。
【００２５】
　遠位先端３６は、磁界発生器４２に対する遠位先端の位置座標を示すコンソール２４へ
の信号を生成する主位置変換器５８を備える。補助位置変換器６０がハンドル３４の近位
部５４に取り付けられ、磁界発生器４２に対するハンドルの位置座標を示すコンソール２
４への信号を生成する。各位置変換器５８及び６０は、１つ又は２つ以上の小型コイルを
含んでよく、典型的には、異なる軸の周りに配向された複数のコイルを含む。あるいは、
位置変換器５８及び６０は別のタイプの磁気変換器、位置変換器として作用する電極、又
は他のタイプの位置変換器、例えばインピーダンス系若しくは超音波位置変換器を含み得
る。図２には遠位先端３６に単一の位置変換器を備えるプローブを示すが、本発明の実施
形態は、遠位先端及び／又は遠位端３２に複数の位置変換器を備えるプローブを利用する
こともできる。医療処置中において、遠位先端３６が心臓２６内に位置するときに、プロ
セッサ４４は位置変換器５８及び６０から受信した信号を用いて遠位先端の位置を算出す
る。
【００２６】
　先に述べたように、位置変換器５８及び６０はその構成によって微弱な信号を生成する
ことがあり得る。近位部５４に結合される増幅器６２が、位置変換器５８及び６０から受
信した信号を増幅する。図２に示す「分割ハンドル」構成により、プローブ２２が使用後
に廃棄されるのに対して、再使用可能な近位部５４内に増幅器６２及び補助位置変換器６
０のような構成要素を収容することが可能となる。分割ハンドル構成の更なる態様は、先
に引用した米国特許第６，３７０，４１１号に記述されている。
【００２７】
　代替的な実施形態では、位置変換器５８、６０及び磁界発生器４２の役割が逆であって
もよい。つまり、駆動回路４０が位置変換器５８及び６０内の磁界発生器を駆動すること
によって、磁界を生成してもよい。コイル４２は、この磁界を検知し、この磁界の成分の
振幅を示す信号を生成するように構成されていてもよい。この実施形態では、プロセッサ
４４が、心臓２６内の遠位先端３６の位置座標を決定するために、コイル４２からの信号
を受信し処理する。
【００２８】
　図１及び２は特定のシステム構成を示すが、本発明の実施形態の実施にはその他のシス
テム構成を使用することもでき、したがって、それらは本発明の趣旨及び範囲内であると
考えられる。例えば、以下に述べる方法は、インピーダンス系又は超音波位置変換器など
、他のタイプの位置変換器を用いて適用してもよい。本明細書で用いる場合の「位置変換
器」という用語は、プローブ２２又はハンドル３４上に取り付けられる素子であって、各
素子の座標を示す信号をコンソール２４に受信させるものを指す。したがって位置変換器
は、プローブ若しくはハンドル上にこの変換器により受信されたエネルギーに基づいて制
御ユニットへの位置信号を生成する受信器を備えることができ、又は、プローブ若しくは
ハンドル外部の受信器で検出されるエネルギーを発する送信器を備えることができる。更
に、以下に記載する方法は同様に、心臓内、並びにその他の身体器官及び身体領域内の両
方において、カテーテルだけではなく、他のタイプのプローブを使用するマッピング及び
測定用途に適用できる。
【００２９】
　干渉相殺を利用した位置測定
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　ケーブル３８は、主位置変換器５８からコンソール２４にハンドル３４を介して信号を
伝達する。上述したように、ケーブル３８は、主位置変換器の信号を歪める恐れのある干
渉を受けることがある。結果として、コンソール２４は、遠位先端３６の位置の算出にお
いてエラーを生じる恐れがある。ケーブル３８が受ける干渉は、磁界発生器４２により、
プローブの近傍の様々な電気信号により、又は他のいずれかのソースにより生成される、
相対的に強力な磁界によって生じ得る。
【００３０】
　ケーブル３８は、典型的には、このような望ましくない干渉の取り込みを避けるために
、遮蔽撚り対線を備える。しかしながら、コネクタ５６の近傍では、コネクタピンへの相
互接続のために遮蔽性能が劣化し得る。したがって、コネクタの近傍においてある程度の
残留干渉が取り込まれることがある。
【００３１】
　システム２０は、補助位置変換器６０を用いてこの干渉を予め較正し相殺することによ
り、コネクタ５６における干渉の取り込みの影響を低減する。いくつかの実施形態では、
プロセッサ４４は、最初に干渉の取り込みを干渉源に対するハンドル３４の位置（場所及
び配向）の関数として測定する。プロセッサ４４は次に、この較正データを、実際の医療
処置中に主位置変換器５８から受信した信号内の干渉を相殺するために用いる。これによ
り遠位先端３６の位置を、強い干渉の存在下においても高精度で算出することができる。
更に、開示した技術によれば、ケーブル３８の遮蔽要件を緩和できる場合もあり得る。
【００３２】
　図３は、本発明の一実施形態による、干渉相殺を利用してプローブ２２の遠位先端３６
の位置を測定する方法を概略的に示すフローチャートである。予備的較正工程７０におい
て、操作者２８は、ハンドル３４を磁界発生器４２（又はその他の干渉源）との関連で複
数の位置（場所及び配向）に配置する。各ハンドル位置において、プロセッサ４４がコネ
クタ５６における干渉の取り込みを、（補助位置変換器６０によって測定される）ハンド
ル３４の位置の関数として測定する。これによりプロセッサ４４は、ハンドル内の補助位
置変換器の出力の関数としての干渉振幅を較正する。このハンドル位置の関数として測定
された干渉を、較正データと称する。主位置変換器５８は、典型的には、較正処理中にお
いてはその機能が停止されている。
【００３３】
　医療処置中に操作者２８は、プローブ配置工程７２においてハンドル３４を操り、プロ
ーブ２２を心臓２６内に配置する。プロセッサ４４は、主測定工程７４において、主位置
変換器５８から遠位先端３６の位置を示す位置信号を受信する。加えてプロセッサ４４は
、補助測定工程７６において、補助位置変換器６０からハンドル３４の位置を示す位置信
号を受信する。
【００３４】
　プロセッサ４４は、干渉相殺工程７８において、主位置変換器５８から受信した信号内
の干渉を、測定されたハンドル３４の位置に基づいて相殺する。典型的には、プロセッサ
４４は、工程７６において測定されるハンドルの現在位置に伴う較正データを問い合わせ
ることで、このハンドル位置において予測される干渉レベルを決定できるようにする。プ
ロセッサ４４は次いで、上述した工程７４において測定された、主位置変換器５８の信号
から予測される干渉レベルを減ずる。
【００３５】
　干渉を相殺した後に、プロセッサ４４は、先端位置決め工程８０において遠位先端３６
の位置を計算する。この算出は主位置変換器から受信された位置信号を用いて、この信号
から干渉が相殺された後に実行される。最後に、出力工程８２において、プロセッサ４４
は画像５０を表示部４８上に提示することにより、遠位先端３６の場所を操作者２８に表
示する。方法は上述した工程７２に戻る。
【００３６】
　これに代え又は加えて、位置測定結果及び干渉相殺スキームを、上述したようにプロー
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ブ２２を操作し作動させるための自動機構の閉ループ制御中において用い、この自動機構
が遠位先端３６を確実に適切な場所に配置できるようにすることができる。
【００３７】
　本明細書に記載した実施形態は主として医療用位置追跡システムにおける干渉相殺に関
するが、開示した技術は、他の様々な用途においても位置依存性干渉の相殺に用いること
が可能である。
【００３８】
　以下の請求項における全ての手段又は工程、更には機能要素に対応する構造、材料、行
為、及び等価物は、特に請求されるように、任意の構造、材料、又はその他請求された要
素と組み合わせて機能を行うための行為を含むことを目的とする。本開示の説明は、実例
及び説明の目的で提示しているが、包括的であること、又は本開示で開示される形状に限
定されることを意図しない。本開示の範囲及び趣旨から逸脱することなく、多くの改変及
び変更が当業者にとって明らかであろう。これらの実施形態は、本開示の原理及び実際的
な用途を最も良く説明し、様々な変更形態を伴う様々な実施形態について、他の当業者が
本開示を理解することを可能にするために選択され、説明されたものであり、企図される
特定の使用に適したものである。
【００３９】
　添付した「特許請求の範囲」では、本開示の趣旨及び範囲内に該当する全てのかかる特
徴及び利点を含むものとする。当業者であれば多くの改変及び変更を容易に思いつくため
、本開示は、本明細書に記載される、限定された数の実施形態に限定することを意図しな
い。したがって、当然のことながら、本開示の趣旨及び範囲内に該当する、好適な全ての
変化、改変、及び等価物が使用可能である。
【００４０】
〔実施の態様〕
（１）　位置追跡方法であって、
　医療用プローブの遠位端にある主位置変換器からの信号を、該信号を処理して前記遠位
端の第１の位置を見出すプロセッサに接続するための、前記プローブの近位端にあるコネ
クタに前記プローブを通して達する配線を介して、受信することと、
　前記コネクタにおいて前記信号に生じる干渉に関する較正データを前記近位端の位置の
関数として収集することと、
　前記プローブの前記近位端にある補助位置変換器の第２の位置を測定することと、
　前記測定した第２の位置及び前記較正データに応じて前記信号内の前記干渉を相殺する
ことと、
　前記干渉を相殺した後に、前記信号に基づいて前記第１の位置を算出することと、を含
む、方法。
（２）　前記医療用プローブがカテーテルを備える、実施態様１に記載の方法。
（３）　前記信号が、前記プローブの近傍に印加され、前記主位置変換器によって検知さ
れる１つ又は２つ以上の磁界に応じて、前記主位置変換器により生成される、実施態様１
に記載の方法。
（４）　前記補助位置変換器が、前記コネクタに隣接して取り付けられる、実施態様１に
記載の方法。
（５）　前記補助位置変換器及び前記コネクタが、前記プローブのハンドルに結合される
、実施態様４に記載の方法。
（６）　前記較正データを収集することが、前記近位端を干渉源との関連で複数の位置に
配置することと、前記補助位置変換器から前記近位端の各位置を示す補助位置信号を収集
することと、該補助位置信号の関数として前記干渉を測定することと、を含む、実施態様
４に記載の方法。
（７）　前記第２の位置を測定することが、前記近位端の近傍に１つ又は２つ以上の磁界
を印加することと、該磁界に応じて前記補助位置変換器によって生成される信号を前記補
助位置変換器から受信することと、該受信信号に基づいて前記第２の位置を算出すること
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（８）　前記算出した第１の位置を操作者に提示することを含む、実施態様１に記載の方
法。
（９）　装置であって、
　主位置変換器を備える遠位端、補助位置変換器を備える近位端、前記遠位端を前記近位
端に接続するコネクタ、及び医療用プローブを通して前記主位置変換器を前記コネクタに
結合する配線、を含む、前記医療用プローブと、
　前記主位置変換器から前記配線を介して前記遠位端の第１の位置を示す信号を受信し、
前記コネクタにおいて前記信号に生じる干渉に関する較正データを前記近位端の位置の関
数として収集し、前記補助位置変換器の第２の位置を測定し、該測定された第２の位置及
び前記較正データに応じて前記信号内の前記干渉を相殺し、かつ前記干渉を相殺した後に
、前記信号に基づいて前記第１の位置を算出するように構成される、プロセッサと、を含
む、装置。
（１０）　前記医療用プローブがカテーテルを備える、実施態様９に記載の装置。
【００４１】
（１１）　前記信号が、前記プローブの近傍に印加され、前記主位置変換器によって検知
される１つ又は２つ以上の磁界に応じて、前記主位置変換器により生成される、実施態様
９に記載の装置。
（１２）　前記補助位置変換器が、前記コネクタに隣接して取り付けられる、実施態様９
に記載の装置。
（１３）　前記プローブがハンドルを備え、前記補助位置変換器及び前記コネクタが前記
ハンドルに結合される、実施態様１２に記載の装置。
（１４）　前記プロセッサが、前記近位端が干渉源との関連で各位置に配置された状態で
前記補助位置変換器から複数の補助位置信号を収集し、かつ前記補助位置信号の関数とし
て前記干渉を測定することによって、前記較正データを収集するように構成される、実施
態様１２に記載の装置。
（１５）　前記プロセッサが、前記近位端の近傍に印加された１つ又は２つ以上の磁界に
応じて前記補助位置変換器によって生成される信号を前記補助位置変換器から受信し、該
受信信号に基づいて前記第２の位置を算出するように構成される、実施態様９に記載の装
置。
（１６）　前記プロセッサが、前記算出された第１の位置を操作者に提示するように構成
される、実施態様９に記載の装置。
（１７）　主位置変換器を備える遠位端と、補助位置変換器を備える近位端と、前記遠位
端を前記近位端に接続するコネクタと、医療用プローブを通して前記主位置変換器を前記
コネクタに結合する配線と、を含む前記医療用プローブとともに作動する、コンピュータ
ソフトウェア製品であって、該製品が、プログラム命令が内部に格納された非一過性のコ
ンピュータ可読媒体を含み、前記命令が、コンピュータによって読み出されたときに、該
コンピュータが、前記主位置変換器から前記配線を介して前記遠位端の第１の位置を示す
信号を受信し、前記コネクタにおいて前記信号に生じる干渉に関する較正データを前記近
位端の位置の関数として収集し、前記補助位置変換器の第２の位置を測定し、該測定され
た第２の位置及び前記較正データに応じて前記信号内の前記干渉を相殺し、かつ前記干渉
を相殺した後に、前記信号に基づいて前記第１の位置を算出するようにさせる、製品。
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